
 
商品をレジへ

口座番号（本人名義）を入力

（
小
売
段
階
の
事
業
者
の
み

）

レジへの登録等の
販売準備

必要に応じ

対象品目の区分け

必要に応じ

「日本型軽減税率制度」(案）の流れ（イメージ）

販売準備 買い物 「還付ポイント」蓄積 還付手続き

還付金を口座へ振込み

商品仕入れ
商品

レジ打ち

公的個人認証用の 「符号」 により
「還付ポイント」情報と申告を突合

公的個人認証用の 「符号」
ごとに「還付ポイント」を蓄積

「還付ポイント対象品目」

購入総額入力

※ 「マイナンバーカード」をかざして、

パスワードを入力（本人確認）

①「マイナンバー（個人番号）」
②氏名
③住所
④生年月日
⑤性別
⑥公的個人認証用の 「符号」

⑦口座番号及び口座名義
（本人名義に限る）

送信される購入情報（暗号化）

①公的個人認証用の「符号」

②「還付ポイント対象品目」 の購入日時

（自動入力（入力不要））

③「還付ポイント対象品目」の購入総額

④事業者の「登録番号」

（自動入力（入力不要））

※ 突合後も「還付ポイント」の管理は
「符号」のみで実施

”カードリーダー

端末”

自
動
入
力

※ 「マイナンバー（個人番号）」や基本４情報

とは結びつけずに「還付ポイント」を蓄積

※ 他の業務システムとは独立したシステムで

蓄積

事
業
者

消
費
者

還
付
ポ
イ
ン
ト
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積
セ
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タ
ー

（
仮
称
）

※ 対象品目を広く設定

（「酒類を除く飲食料品」）

することや、食品表示法の

定義を引用することにより、

線引判断が容易になる

資 料 ４

「マイナンバーカード」を

”カードリーダー端末”

にかざす

（公的個人認証用の

「符号」のみを読取り）

※ 「マイナンバー（個人番号）」や

基本４情報 （氏名、住所、生年

月日、性別） は読み取らない

※ 仮に基本４情報を読み取ろう

とする場合でも、「マイナンバー

カード」保有者固有のパスワー

ドが必須（事業者は勝手に読み

取ることはできない）

還付手続きのための

ポータルサイト

”確定”

ボタン


